
 

 

福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）に係る坂井市利子 

補給金交付要綱 

 

令和６年４月１日 

坂井市告示第２３４号 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）（以下

「県融資」という。）の貸付を受けた市内中小企業者の金利負担を軽減し、経営の

安定化を図ることを目的に交付する福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半

島地震）に係る坂井市利子補給金（以下「補給金」という。）に関し、坂井市補助

金等交付規則（平成１８年坂井市規則第３５号）に定めるもののほか、必要な事項

を定めるものとする。 

（受給資格者） 

第２条 補給金の交付を受けることができる者（以下「受給資格者」という。）は、

次の各号に掲げる条件をすべて満たすものとする。 

（１）令和６年２月２７日から令和６年８月３０日までに県融資の貸付を受けた者で

あること。 

（２）市内に事業所を有する者であること。 

（３）市税の滞納がないこと。 

（補給対象経費） 

第３条 補給金の対象となる経費は、県融資の貸付時に取扱金融機関が作成した返済予

定表の利子額のうち、受給対象者が県融資の貸付を受けた日から起算して５年を経過

する日が属する月までに支払った利子額とする。 

（補給金の額等） 

第４条 補給金の交付は年１回とし、１回に交付する補給金の額は、前年度の４月１日

から翌年３月３１日までの期間内に受給資格者が取扱金融機関に対し支払った利子

額に３分の１を乗じて得た額（１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

以下この条において同じ。）とする。ただし、対象となる期間の最後の月（以下「期

間最終月」という。）の属する年度にあっては、４月１日から期間最終月までの期間

中に係る利子額に３分の１を乗じて得た額とする。 

２ 返済条件の変更等により、返済予定表に基づく利子の支払額に変更があった場合の

補給金の額は、次に掲げるとおりとする。 

（１）利子の支払額が変更前の額を超えるとき 変更前の利子の支払額に３分の１を乗

じて得た額を限度とする。 

（２）利子の支払額が変更前の額より少ないとき 変更後の利子の支払額に３分の１を

乗じて得た額とする。 

（金融機関への委任） 

第５条 補給金の交付を受けようとする受給資格者（以下「申出者」という。）は、

県融資の貸付を受けた金融機関に、交付申請及び請求に関する一切の行為に関する



 

 

権限を委任するものとし、当該金融機関はこれを受任するものとする。 

２ 委任を受けた金融機関（以下「受任者」という。）は、申出者に補給金の交付申

請に必要な書類等の提出を求めるものとする。 

（交付申請） 

第６条 受任者は、第４条に規定する補給金の額をとりまとめて、福井県中小

企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）に係る坂井市利子補給金交付申請書兼

実績報告書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次の各号に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

（１）受取利子額一覧表（様式第１号別紙）  

（２）委任状及び振込依頼書（様式第２号）  

（３）市税調査同意書（様式第３号）  

（４）取扱金融機関が発行した返済予定表の写し  

（５）振込先の口座がわかる書類の写し  

（６）前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類  

２  前項における提出期限は、申出者が受任者に対して利子を支払った日

の属する年度の翌年度の４月末日とする。  

３  ２回目以降の交付申請においては、第１項第２号及び第３号の書類の

提出を省略することができる。  

４  市長は、必要に応じて関係書類等の提出を求めることができる。  

（交付決定兼確定通知） 

第７条 市長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、

補給金の交付の適否及びその額を決定し、福井県中小企業支援緊急資金（令和６年

能登半島地震）に係る坂井市利子補給金交付決定兼確定通知書(様式第４号)に交付

決定兼確定額一覧表（様式第４号別紙）を添えて、受任者に通知するものとする。 

２ 受任者は、前項に基づく交付決定兼確定通知を受けたときは、速やかに申出者へ

通知するものとする。 

（補給金の請求） 

第８条 前条第１項の規定により通知を受けた受任者は、福井県中小企業支援緊急資

金（令和６年能登半島地震）に係る坂井市利子補給金請求書（様式第５号）を市長

に提出するものとする。 

２ 市長は、前項に基づく請求書を受領したときは、申出者に対し、速やかに補給金

を交付するものとする。 

（補給金の返還等） 

第９条 市長は、受任者又は申出者が、次の各号のいずれかに該当する場合、当該貸

付に係る補給金の全部又は一部について交付決定を取り消し、既に補給金が交付さ

れているときは、その返還を命ずるものとする。 

（１）この告示の規定に違反したとき。 

（２）信用保証協会に対する代位弁済請求があったとき。ただし、期限の利益喪失日

までに支払った利子額については補給金の対象とする。  

（３）偽りその他不正な手段により補給金の交付を受けたとき。 

（４）その他市長が必要と認めるとき。 

２ 事業を休止又は廃止した場合は、補給金の交付請求の有無にかかわらず、当該事



 

 

業を休止又は廃止した日以後において、補給金の交付は行わない。ただし、市内に

事業所を有する中小企業者が、申出者が行っていた事業を承継し、当該資金の債務

も含めすべてを承継したときは、この限りでない。 

（変更届出等） 

第１０条 申出者は、住所、所在地、商号、代表者、口座名義等の変更があった場合

（市内に事業所を有する中小企業者等が当該事業を承継した場合を含む。）には、

福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）に係る坂井市利子補給金変

更届出書（様式第６号）を、受任者を経由して速やかに市長に届け出なければなら

ない。 

（書類の保存） 

第１１条 申出者及び受任者は、本事業に関する書類を事業期間終了後５年間は保存

しなければならない。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

 １ この告示は、公布の日から施行する。 

  （失効） 

 ２ この告示は、令和１３年３月３１日限り、その効力を失う。 



 

 

様式第１号（第６条関係） 

                                                             年    月    日 

 

  坂井市長 様 

 

 

申請者    （金融機関所在地） 

（金融機関名） 

（代表者名） 

 

 

福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）に係る 

坂井市利子補給金交付申請書兼実績報告書 

 

 

 福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）に係る坂井市利子補給金交付要綱第６

条第１項の規定に基づき、当該制度融資に係る利子補給について別紙のとおり実績を報告するとと

もに、当該補給金の交付について下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１．補給金交付申請兼利子実績額     金           円 

２．添付資料 

・受取利子額一覧表（様式第１号別紙） 

  ・委任状および振込依頼書（様式第２号） 

  ・市税調査に関する同意書（様式第３号） 

 



 

 

 
  



 

 

様式第２号（第６条関係） 
 

委 任 状 及 び 振 込 依 頼 書 
 

当社（私）は、（金融機関所在地） 

                                       

（金融機関名称） 

                                

（代表者氏名） 

                                

を代理人と定め、福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）に係る 

坂井市利子補給金交付要綱第６条及び第８条に規定する補給金の交付申請及び 

請求に関する一切の行為に関する権限を委任します。 

 

また、本補給金の交付を受けるにあたり、坂井市に対し、以下の口座へ振り込むことを依頼します。 

 

（振込先口座） 

 福井県中小企業支援緊急資金の融資を受けた口座 

   

金融機関名：         銀行・信用金庫          支店 

 

口 座 番 号：（普通・当座）          

    

口座名義人：                                

    

 

 

  年   月   日 

 

所 在 地 

 

企業等名称 

 

代表者氏名 

 

連 絡 先 

 

※個人事業主の方は、「企業等名称」欄は記載不要です。「代表者氏名」欄のみ記入（自署）してく

ださい。 

※口座情報の分かる資料（通帳の写し等）を添付のこと。 

金融機関確認印 



 

 

様式第３号（第６条関係） 
 

 

市税の調査に関する同意書 
 

 

坂井市長 様 

 

当社（私）は、福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）に係る坂井市利子補

給金の申請に伴い、同補給金交付要綱第３条に規定する期間及び申請時において、坂井市産業

政策部商工労政課長が次の事項について調査することに同意します。 

 

記 
 

 

福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）に係る坂井市利子補給金の交付可否等を

判断するために必要な市税の納付状況 

 

 

 

令和  年  月  日                              

  

 

申請者 住所                                     

 

 事業所の名称 

 代表者役職及び氏名                               印  

 

※ 個人情報に関する事項 

   本同意書により得られた個人情報は、福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地

震）に係る坂井市利子補給金交付申請に関わる目的以外には使用しません。



 

 

 

様式第４号（第７条関係） 

 坂井市商指令第   号 

 

（金融機関所在地） 

（金融機関名） 

（代表者名） 

 

福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）に係る 

坂井市利子補給金交付決定兼確定通知書 

 

     年  月  日付で申請があった福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地

震）に係る坂井市利子補給金については、同補給金交付要綱第７条及び坂井市補助金等交付規則

第８条第１項の規定により別紙のとおり交付を決定し、併せて同規則第１６条第１項の規定に基

づき審査した結果、次のとおり額の確定をしたので通知します。 

 

 

  年  月  日 

 

                          坂井市長           

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

１．交付決定兼交付確定額      金         円  

２．添付資料 

・交付決定兼確定額一覧表（様式第４号別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年４月より、本通知の市長印については公印省略の取り扱いとしております。 

ご理解・ご協力のほどお願いいたします。 

 

担当課：        担当者名：        電話番号：         



 

 



 

 

様式第５号（第８条関係） 

   年  月  日 

 

 坂井市長 様 

 

 
申請者    （金融機関所在地） 

（金融機関名）      印 

（代表者名） 

 

 

 

福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）に係る 

坂井市利子補給金交付請求書 

 

 

   年  月  日付坂井市商指令第   号で交付決定兼確定通知があった福井県中小企

業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）に係る坂井市利子補給金      円を交付されるよ

う同補給金交付要綱第８条第１項及び坂井市補助金等交付規則第１８条第２項の規定により請求しま

す。 



 

 

様式第６号（第１０条関係） 

  年  月  日 

  坂井市長  様 

 

                      住  所（所在地） 

  企  業  名                 

                      代 表 者 名 

               

 

福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能登半島地震）に係る 

坂井市利子補給金変更届出書 

 

このことについて、下記のとおり変更しましたので、福井県中小企業支援緊急資金（令和６年能

登半島地震）に係る坂井市利子補給金交付要綱第１０条の規定により届出します。 

 

 

記 

 

 

１ 変更事項    

 

 

２ 変更の内容 

変 更 前 変 更 後 変更年月日 

   

   ※変更内容が確認できる資料（登記簿の謄本の写し等）を添付のこと。 

 

 

 

 

 


